
運転技能検査の対象となる一定の違反行為

道交法条文 違反行為

１ 第７条 信号機の信号等に従う義務

２ 第17条 通行区分

3
第20条 車両通行帯

第20条の２ 路線バス等優先通行帯

4 第22条 最高速度

5 第25条の２ 横断等の禁止

6 第33条 踏切の通過

7
第34条 左折又は右折

第35条の２ 環状交差点における左折等

8

第36条 交差点における他の車両等との関係等

第37条 交差点における他の車両等との関係等

第37条の２ 環状交差点における他の車両等との関係等

9
第38条 横断歩道等における歩行者等の優先

第38条の２ 横断歩道のない交差点における歩行者の優先

10 第70条 安全運転の義務

11 第71条 運転者の遵守事項

75歳以上の

高齢運転者の方
が対象まる

運転免許証を自ら返納された方は、身分証明書として使用できる
「運転経歴証明書」(有料)を申請することができます
運転免許センター(0289-76-0110)またはお近くの警察署にご相談ください

運転免許の返納をお考えの方
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